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（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改   正   後 改   正   前 

七 の 十 三 告 示 第 一 条 第 八 号 イ ⑵ に 規 定 す る 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定

め る 期 間 

七 の 十 三 告 示 第 一 条 第 八 号 イ ⑵ に 規 定 す る 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定

め る 期 間 
イ ・ ロ （ 略 ） イ ・ ロ （ 略 ） 

ハ 第 七 号 の 八 ハ に 規 定 す る プ ロ グ ラ ム 医 療 機 器 の 使 用 又 は 支 給

に あ っ て は 、 保 険 適 用 を 希 望 し た 日 か ら 起 算 し て 二 百 四 十 日 （

評 価 に 当 た っ て 他 の 事 項 と 一 体 的 な 検 討 を 要 す る 技 術 を 活 用 し

た プ ロ グ ラ ム 医 療 機 器 に あ っ て は 、 保 険 適 用 を 希 望 し た 日 か ら

起 算 し て 二 年 （ や む を 得 な い 事 情 が あ る 場 合 は 三 年 と す る 。 次

号 に お い て 同 じ 。 ） ） 

 

ハ 第 七 号 の 八 ハ に 規 定 す る プ ロ グ ラ ム 医 療 機 器 の 使 用 又 は 支 給

に あ っ て は 、 保 険 適 用 を 希 望 し た 日 か ら 起 算 し て 二 百 四 十 日 （

評 価 に 当 た っ て 他 の 事 項 と 一 体 的 な 検 討 を 要 す る 技 術 を 活 用 し

た プ ロ グ ラ ム 医 療 機 器 に あ っ て は 、 保 険 適 用 を 希 望 し た 日 か ら

起 算 し て 二 年 ） 

七 の 十 五 告 示 第 二 条 第 六 号 に 規 定 す る 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る

も の 

七 の 十 五 告 示 第 二 条 第 六 号 に 規 定 す る 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る

も の 

イ ～ リ （ 略 ） イ ～ リ （ 略 ） 

ヌ 医 科 点 数 表 区 分 番 号 Ｈ ０ ０ ４ に 掲 げ る 摂 食 機 能 療 法 （ 新 設 ） 

ル 医 科 点 数 表 区 分 番 号 Ｈ ０ ０ ７― ４ に 掲 げ る リ ン パ 浮 腫 複 合 的

治 療 料 

（ 新 設 ） 

ヲ ～ レ （ 略 ） ヌ ～ ヨ （ 略 ） 

ソ 歯 科 点 数 表 区 分 番 号 Ｈ ０ ０ １ に 掲 げ る 摂 食 機 能 療 法 （ 新 設 ） 

 


